
2022 年 12 月 7日 

           

お客さま各位  

 

名古屋銀行における遺贈寄付の協定締結先のお知らせ  

 
 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。  

 

名古屋銀行では、 2021 年度より医療・福祉、教育機関、並びに地方公共団体と

遺贈寄付の協定締結を進めてまいりました。  

このたび、遺贈寄付のご案内資料も作成いたしましたので、遺贈寄付先の一覧及

びご案内資料をお知らせいたします。  

 

【遺贈寄付：協定締結先】  

医 療 ・ 福 祉：日本赤十字社愛知県支部  

教 育 機 関：学校法人金城学院、学校法人藤田学園、学校法人滝学園、  

学校法人梅村学園（中京大学）、学校法人名古屋学院大学、  

学校法人名古屋電気学園、学校法人栗本学園（名古屋商科大学）  

地方公共団体：東山動植物園（名古屋市）、大府市、岡崎市、大治町、あま市、  

大口町、津島市、江南市  

【ご参考】  

遺贈寄付の協定締結の概要  

目   的：当行が銀行の本体業務として行う「遺言信託 ※ 1」を活用し、お客さまの

遺志に沿った遺贈先団体への遺贈※ 2 寄付を行う体制を構築するものです。    

※ 1 遺言書の作成サポートから遺言書の保管、遺言の執行を引き受ける業務  

※ 2 遺言により、財産の一部または全部を、特定の個人や団体に贈与する行為  

協定内容：・遺贈先団体より、遺言を活用した遺贈寄付を希望される方に対し、相  

      談先として当行を紹介いただきます。    

     ・当行は、遺言を活用した遺贈寄付に関する相談に対し、必要に応じて  

「遺言信託」など、お客さまのご意向に沿った商品・サービスの提供

をおこないます。  
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